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4.1  避難所の開設・運営
（1）概要

避難状況の概要は、以下のとおりであった。
〔7 月 3 日〕

避難勧告・指示　発令世帯数　　　8,066 世帯（最大時）
避難勧告・指示　発令者数　　22,074 人（最大時）
市指定避難所数　11 箇所開設（最大時）　実避難者数最大 289 人

〔7 月 14 日〕
避難勧告・指示　発令世帯数　　16,579 世帯（最大時）
避難勧告・指示　発令者数　　44,763 人（最大時）
市指定避難所数　27 箇所開設（最大時）　実避難者数最大 1,625 人

（2）避難指示・避難勧告・避難準備情報の発令状況
避難関連情報の発令状況は、以下のとおりであった。
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（3）避難所の開設、避難者数の推移
避難所の開設状況、避難者の推移等を以下に示す。

表－4.1.4　避難所と避難者数の推移
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（4）避難者への給食状況
避難者への給食状況を以下に示す。

表－4.1.5　避難者へ給食の配布状況
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（5）長期避難者の状況
7 月 3 日から 14 日の豪雨においては、全壊 13 棟、半壊 417 棟など住家被害が多数

発生し、直ちに住宅再建のめどが立たない被災者も多くあったことから、大分県との
連携により公営住宅の空き部屋を活用し、応急的に住居の確保を行い、避難所の早期
閉鎖と被災者の生活再建支援に努めた。

表−4.1.6　長期避難者の状況
平成 25 年 7 月末現在

番号 公営
種別 公営住宅名称 世帯主

年　齢
入　居
世帯員

暑さ
対策 被災時 被災

程度 備　考

1 市営 城内 602-2 33 7 有 借家 半 H24.11.30 退去

2 市営 城内 602-3 69 1 有 借家 半 H24.11.30 退去

3 市営 城内 301-2 63 2 有 持家 大半 入居中（自宅修理中）

4 市営 城内 303-3 66 1 有 借家 半 入居中（借家探し中）

5 市営 城内 301-32 45 5 持家 半 H24.7.31 退去

6 市営 城内 301-14 83 3 有 持家 全 入居中（今後不明）

7 市営 城内 301-26 55 2 借家 大半 H25.1.9 退去

8 市営 下の釣特公 A302 64 2 持家 全 H25.5.31 退去

9 県営 城内 MR1-301 66 4 持家 全 H25.5.2 退去

10 県営 朝日ヶ丘 87 2 持家 半 H25.1.21 退去

11 県営 朝日ヶ丘 59 1 有 持家 大半 H25.1 特定入居切替

12 県職員 三和住宅 1-4 35 2 持家 半 H24.12.26 退去

13 県職員 三和住宅 2-2 25 3 有 借家 半 H24.12.21 退去

14 県職員 三和住宅 1-1 69 1 持家 全 H25.2.15 退去

15 県職員 三和住宅 1-2 75 2 有 持家 大半 H25.1.9 退去

16 県職員 日の出 402 51 3 有 借家 半 H25.1.17 退去

17 県職員 日の出 201 59 1 有 持家 大半 H24.11.30 退去

18 県職員 日の出 405 36 3 持家 半 H24.9.28 退去

19 県職員 日の出 502 59 3 持家 大半 入居中（自宅修理中）

20 県職員 日の出 101 63 2 持家 半 H25.1.17 退去

21 県職員 日の出 102 74 2 持家 全 H25.3.11 退去

22 県職員 日の出 103 83 2 有 持家 半 H25.2.27 退去

23 県職員 日の出 105 87 2 有 持家 全 H25.4.12 退去

※自力で暑さ対策が出来ない世帯に、6 月間エアコンをリースで市が借上げ設置。
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4.2  被災者等の再建支援
（1）り災証明の発行

本市においては、税務課が家屋被害調査を行い、り災証明書の発行を行っている。
発行に際しては、税務課で申請書の受付を行い申請順に調査を行ったが、調査対象

家屋の移動距離等を考慮して、時間をいただける案件については、地域ごとに一定件
数がまとまった後、一斉調査を行うケースもあった。

また、証明書の発行については、調査時に 2 〜 3 週間の期間を要する旨を予め説明
し、調査結果がまとまったものから順次、り災証明書を郵送により交付した。

罹災証明の受付は、平成 24 年 7 月 4 日から平成 25 年 4 月 5 日までの期間行い、住
家 711 件、被住家 103 件の罹災証明発行を行った。

全壊 半壊 床下浸水 床上浸水 合計

13 棟 417 棟 126 棟 155 棟 711 棟

※　非住家 103 棟
※　棟数は 7 月 3 日から 14 日までの被災合計
※　棟数の地域別、日別の詳細は、被害状況の項に掲載

（2）被災者からの各種相談
被災後の市民からの問合せは多岐にわたることが予想されたため、市役所 1 階の 3

日以内窓口に被災者相談窓口を設けて、被災者支援制度の説明や担当窓口の紹介など
を行い、被災者の生活が早期に回復出来るように努めた。

（3）メンタルヘルスへの配慮
これまでに経験したことのない災害に見舞われ、建物の倒壊や一部損壊あるいは、

浸水の被害を受けた住民の不安は計り知れないものとなった。
また、被災者の中には 3 日と 14 日の 2 度に渡り被災した住民の方もおられ、3 日

からの復旧を既に済ませた後、再びの被災となったことから、更に精神的苦痛を深め
た住民も多く、市では、大分県の保健師に協力をいただき、本市保健師と協力連携し
被災世帯の訪問を行い、被災者の健康調査や心のケアを継続的に実施した。
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表－4.2.1　保健師訪問活動

活動日 活動
班数 訪問地域等 訪問

世帯数 備考

7 月	 3 日〜 9 日 − 避難所・要援護者宅 − 保健師 13 人

	 10 日（火） 3 清水町・坂井町 62

	 11 日（水） 2 財津町・上手町・丸山 2 丁目 29

	 12 日（木） 9 上手町・夜明関町・夜明中町・大鶴町・岩美町 268 県保健師合同

	 13 日（金）
4 夜明上町・上宮町・大肥町・鶴河内町・大鶴本町 16

4 日ノ出町・丸山 1 丁目、2 丁目 57 県保健師単独

	 14 日（土） − − − 2 回目の災害

	 15 日（日） 7 光岡地区・夜明地区・大鶴地区・東有田地区
上手町・前津江出野 30

	 16 日（月） 4 大鶴地区・小野地区・天瀬地区 28

	 17 日（火）
3 大鶴地区・前津江柚木・丸山 1 丁目・吹上町 21

8 　　　　　丸山 1 丁目、2 丁目・吹上町 109 県保健師単独

	 18 日（水）
2 上宮町・岩美町 22

8 丸山 1 丁目・吹上町 116 県保健師単独

	 19 日（木）
6 諸留町・羽田町・小山町・大山地区 44

8 吹上町 126 県保健師単独

	 20 日（金）
6 諸留町・羽田町・月出町・有田町・大山地区・天瀬地区 24

8 吹上町・北友田 1 丁目・2 丁目・3 丁目 84 県保健師単独

	 21 日（土） 3 諸留町・上諸留町・松野町・羽田町・東羽田町 29

	 22 日（日） 2 坂井町・秋原町 22

	 23 日（月） 2 東羽田町・秋原町 14

	 24 日（火） 4 前津江柚木・秋原町・藤山町・大山地区 32

	 25 日（水） 1 県職員住宅三和 1

	 26 日（木） 2 鈴連町・源栄町・殿町 23

	 27 日（金） 3 鈴連町・源栄町 18

	 28 日（土） 3 三河町・天瀬地区 28

	 29 日（日） 2 長期避難者（県・市の公営住宅） 10

	 30 日（月） 4 朝日地区・西有田地区・天ケ瀬地区・県営住宅 19

	 31 日（火） 1 君迫町・二串町 4

8 月	 1 日（水） 2 県職員住宅渡里・田島 9

	 2 日（木） 4 県職員住宅渡里・県職員住宅三和・咸宜地区・
大山地区・中津江地区 38

	 3 日（金） 4 市ノ瀬町・伏木町・串川町・大山地区・天瀬地区 15

	 6 日（月） 2 高瀬地区・桂林地区 28

	 7 日（火） 2 桂林地区・内河町 18

	 8 日（水） 1 緑町 6

	 9 日（木） 2 大鶴地区・小山町 12

	 17 日（金） 1 県職員住宅渡里 1

	 21 日（火） 1 県職員住宅三和 1

	 27 日（月） 1 県職員住宅三和 1

	 30 日（木） 1 県職員住宅三和 1

合　計 130 1,366

※　訪問世帯数　1,366 世帯
※　班は原則 2 人 1 班で構成
※　「要フォロー者」69 人については、9 月〜 12 月に再訪問にて確認
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〔保健師訪問活動時被災者情況の概要〕
①身体面…水害により住環境が悪化し、膝や腰の不調を訴える人が多く、体調を崩

した人がいる。
②精神面…不眠や意欲の低下等精神的な疲労がみられる。
③生活面…生活用品や電気製品がなく不便である。また、今後の生活の不安が大

きい。

　

写真－4.2.1　保健師の戸別訪問活動状況
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（4）衛生対策
衛生対策として水害による浸水後の防除（消毒）作業については、各自治会長や被

災者自身からの連絡、現地での情報収集、税務課で実施した「り災調査」を基にして、
市職員、県職員による防除作業や、業者への委託を併せ、最終的に浸水被害による 1,775
戸の住家防除作業を実施した。

また、個々の都合により、自ら消毒作業を行うため、消毒液のみの配布を希望する
世帯に対しては、取扱い上の注意事項等を説明した上で 444 本（500ml ／本）の消毒
液を配布した。

更に、床下の消毒のため、石灰の配布も行い 2,560 袋（20㎏／袋）の配布を行った。

表－4.2.2　平成24年7月豪雨災害被災世帯等消毒作業実績
（単位：世帯）

旧日田市　計 前津江地区 大山地区 天瀬地区 日田市　計

床下 床上 計 床下 床上 計 床下 床上 計 床下 床上 計 床下 床上 計

7 月

9 日 月 40 19 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 19 59

10 日 火 82 97 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 97 179

11 日 水 121 115 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 115 236

12 日 木 137 80 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 80 217

13 日 金 1 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13

14 日 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 日 日 20 32 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 32 52

16 日 月 25 51 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 51 76

17 日 火 38 21 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 21 59

18 日 水 44 17 61 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45 17 62

19 日 木 120 39 159 3 1 4 7 0 7 0 0 0 130 40 170

20 日 金 45 18 63 5 0 5 1 1 2 0 1 1 51 20 71

21 日 土 23 17 40 0 0 0 2 0 2 0 1 1 25 18 43

22 日 日 72 11 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 11 83

23 日 月 69 25 94 0 0 0 1 0 1 1 1 2 71 26 97

24 日 火 56 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4 60

25 日 水 61 4 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 4 65

26 日 木 36 2 38 0 0 0 0 0 0 2 1 3 38 3 41

27 日 金 19 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 27

28 日 土 52 10 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 10 62

29 日 日 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

30 日 月 28 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 34

31 日 火 13 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 16

8 月

1 日 水 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

2 日 木 11 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 1 13

3 日 金 21 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 24

4〜30日 − 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7

計 1,147 598 1,745 9 1 10 11 1 12 4 4 8 1,171 604 1,775

※上津江町・中津江村については、浸水被害なし



第
４
章

避
難
者
・
被
災
者
へ
の
支
援

4−12 ｜ 平成24月7年九州北部豪雨 日田市災害記録誌

表－4.2.3　平成24年7月豪雨災害被災世帯等消毒液配布実績

配布月　7 月 配布月　8 月 （単位 : 本）

配布日 受　取 本数 配布日 受　取 本数

7 月 11 日 水 45 個人・団体 47 8 月 1 日 水 1 個人・団体 2

7 月 12 日 木 19 個人・団体 19 8 月 2 日 木 0 個人・団体 0

7 月 13 日 金 9 個人・団体 9 8 月 3 日 金 4 個人・団体 5

7 月 14 日 土 3 個人・団体 3 8 月 6 日 月 1 個人・団体 1

7 月 15 日 日 37 個人・団体 47 8 月 7 日 火 0 個人・団体 0

7 月 16 日 月 17 個人・団体 17 8 月 8 日 水 1 個人・団体 1

7 月 17 日 火 17 個人・団体 104 8 月 9 日 木 0 個人・団体 0

7 月 18 日 水 25 個人・団体 25 8 月 10 日 金 0 個人・団体 0

7 月 19 日 木 9 個人・団体 9 8 月 13 日 月 0 個人・団体 0

7 月 20 日 金 23 個人・団体 96 8 月 14 日 火 0 個人・団体 0

7 月 21 日 土 14 個人・団体 14 8 月 15 日 水 0 個人・団体 0

7 月 22 日 日 7 個人・団体 7 8 月 16 日 木 0 個人・団体 0

7 月 23 日 月 9 個人・団体 9 8 月 17 日 金 1 個人・団体 2

7 月 24 日 火 7 個人・団体 7 合　計 7 個人・団体 11

7 月 25 日 水 4 個人 4

7 月 26 日 木 6 個人 8

7 月 27 日 金 3 個人 4

7 月 30 日 月 3 個人 3

7 月 31 日 火 1 個人 1

合　計 258 個人・団体 433

総数 444 本　　※ 1 本当たり容量 500ml
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表－4.2.4　平成24年7月豪雨災害被災世帯等石灰配布実績

配布月　7 月 配布月　8 月 （単位 : 袋）

配布日 受　取 袋数 配布日 受　取 袋数

7 月 4 日 水 5 個人 6 8 月 1 日 水 2 個人 12

7 月 5 日 木 171 個人・団体 312 8 月 2 日 木 1 個人 2

7 月 6 日 金 138 個人・団体 330 8 月 3 日 金 5 個人・団体 16

7 月 7 日 土 124 個人・団体 484 8 月 4 日 土 0 0

7 月 8 日 日 92 個人・団体 227 8 月 5 日 日 0 0

7 月 9 日 月 48 個人・団体 159 8 月 6 日 月 3 個人 8

7 月 10 日 火 40 個人・団体 90 8 月 7 日 火 2 個人 5

7 月 10 日 火 1 団体 20 8 月 8 日 水 0 0

7 月 11 日 水 28 個人・団体 79 8 月 9 日 木 1 個人 1

7 月 12 日 木 5 個人 9 8 月 10 日 金 2 個人 8

7 月 13 日 金 0 0 8 月 11 日 土 0 個人 0

7 月 14 日 土 3 個人 5 8 月 12 日 日 0 個人 0

7 月 15 日 日 55 個人・団体 164 8 月 13 日 月 1 個人 1

7 月 16 日 月 36 個人・団体 88 8 月 14 日 火 0 個人 0

7 月 17 日 火 32 個人・団体 88 8 月 15 日 水 0 個人 0

7 月 18 日 水 30 個人・団体 87 8 月 16 日 木 0 個人 0

7 月 19 日 木 28 個人・団体 125 8 月 17 日 金 1 個人 1

7 月 20 日 金 22 個人・団体 60 合　計 18 個人・団体 54

7 月 21 日 土 12 個人 35

7 月 22 日 日 6 個人 8

7 月 23 日 月 13 個人 37

7 月 24 日 火 8 個人・団体 29

7 月 25 日 水 7 個人 19

7 月 26 日 木 7 個人・団体 14

7 月 27 日 金 7 個人 14

7 月 28 日 土
5 個人 13

7 月 29 日 日

7 月 30 日 月 1 個人 1

7 月 31 日 火 2 個人 3

合　計 926 個人・団体 2,506

総数　944 個人・団体　2,560 袋　　※ 1 袋当たり容量 20kg
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写真－4.2.2　被災者宅の消毒作業その１
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写真－4.2.3　被災者宅の消毒作業その１
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4.3  住宅等の再建や産業従事者への支援等
（1）住宅等の再建支援策

〇障害物の除去
家屋へ土砂や流木等の障害物が流入したことにより、日常生活に支障を来たして

いる世帯で除去後にその住宅に居住される場合、居室、台所、玄関、トイレ等の日
常生活を営むため最低限必要な場所を確保するための措置として障害物の除去を実
施した。

その他、住家への出入り口等で日常生活に支障を来たすもの、放置しておくと居
住者等の生命に危険を及ぼす可能性がある障害物の除去も併せて行った。

表－4.3.1　住宅等の土砂の撤去状況
（単位 : 世帯・円）

種 別

地 域

住居・里道等 浄化槽

世帯数 除去費用 世帯数 除去費用

旧 日 田 市 68 26,283,375 88 10,605,000

前 津 江 町 2 233,425 0 0

中 津 江 村 3 1,033,200 0 0

上 津 江 町 0 0 0 0

大 山 町 9 3,314,100 2 256,200

天 瀬 町 33 9,319,422 2 247,800

合　計 115 40,183,522 92 11,109,000

※上記数値は、作業実施実数であり「災害救助法」の費用で対象外となったものも含む。

写真－4.3.1　住宅の土砂撤去状況
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〇被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度は自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けたも

のに対し、支援金を支給し、被災者の生活再建を支援する国の制度である。
県は 7 月 5 日に日田市を適用区域として被災者生活支援法の適用（支援法適用日

7 月 3 日以降）を発表した。
対象は、全壊又は大規模半壊世帯であるが、半壊又は大規模半壊世帯でやむを得

ない理由により家屋を解体した場合は、全壊扱いとして対象となる。
なお、当制度は住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方

法に応じて支給する「加算支援金」がある。

表－4.3.2　被災者生活再建支援制度適用状況（国の制度）

・支援件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成 25 年 9 月 29 日現在

区分
支払件数 未申請件数

基礎支援金 加算支援金 基礎支援金 加算支援金

全 壊 10 件 6 件 0 件 4 件

大 規 模 半 壊 11 件 8 件 0 件 3 件

半 壊 等 解 体 18 件 12 件 0 件 6 件

合　計 39 件 26 件 0 件 13 件

・支援額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

基礎支援金支給額 加算支援金支給額

件　　数 39 件 26 件

支給金額 32,875,000 34,500,000

写真－4.3.2　住宅の損壊状況
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○被災者住宅再建支援制度
被災者住宅再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤となる住宅に著しい被

害を受けたものに対し国の「被災者生活再建支援制度」の適用対象外となる、半壊
や床上浸水の被害を受けたものに対し、支援金を支給し、被災者の住宅再建を支援
する県の制度であり、今回の災害においても、国の「被災者生活再建支援法」の適
用と同時に日田市を適用区域とした。

この制度では、自然災害により県内で住宅に全壊、半壊または床上浸水が発生し
た場合は 1 世帯から支援対象としているが、国の被災者生活再建支援法（平成 10
年法律第 66 号）による支援を受けることが可能である被災者は支援対象外となる。

なお、当制度は国の被災者生活再建支援制度と同様に住宅の被害程度に応じて支
給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」がある。

表－4.3.3　被災者住宅再建支援制度適用状況（県の制度）

・支援件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成 25 年 9 月 29 日現在

区分
基礎支援金対象件数 加算支援金対象件数

半　壊 床上浸水 総　数 建設・補修等 賃貸住宅 総　数

単数世帯 81 件 30 件 111 件 43 件 19 件 62 件

複数世帯 243 件 102 件 345 件 185 件 29 件 214 件

合 計 324 件 132 件 456 件 228 件 48 件 276 件

・支援額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位 : 円

区分
基礎支援金支給額

半　壊 床上浸水 総　数

件　　数 324 件 132 件 456 件

支給金額 151,875,000 6,210,000 158,085,000

区分
加算支援金支給額

建設・補修等 賃貸住宅 総　数

件　　数 228 件 48 件 276 件

支給金額 173,800,000 21,625,000 195,425,000
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写真－4.3.3　住宅の浸水等の被害状況

○被災者の資本援助
被災者生活再建支援や被災者住宅再建支援などの資本援助に併せて、災害援護資

金の貸付を行い、早急に被災前の日常生活が取り戻せるように支援に努めた。

表－4.3.4　災害援護資金の貸付

相談件数 申請件数 貸付件数 貸付額 不承認件数

36 件 13 件 12 件 2,070 千円 1 件

※年利 3%　据置期間 3 年（24 年 7 月災害については利子 2 分の 1 を市が補助）

○被災者の公営住宅への一時入居
住宅の倒壊や半壊、床上浸水などにより被災後の住宅復旧に相当の時間を要する

方に対して、市営、県営あるいは県職員住宅などの空室を無償（種別により 3 ヶ月
から 2 年）で貸し出し、早期の生活再建に努めた。

表－4.3.5　公営住宅への入居状況

区分 県営住宅 県職員住宅 市営住宅 合　計

旧 日 田 市 3 件 11 件 7 件 21 件

天 瀬 町 1 件 1 件

合　計 3 件 11 件 8 件 22 件
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（2）産業従事者への再建支援策
市では、国の災害復旧事業の対象とならない農業関係の被害のうち、農地や農業用

施設等の被害に対して、市単独の補助制度の補助率を割増するとともに、県の協力を
得て被災農家の復旧支援に努めた。

また、商業、工業者などへは、特別融資制度による支援にも努めた。

〔農業関係補助〕
区　分 通常補助率 特別補助率 割 増 率

農　　　地 50% 70% 20%

農業用施設 65% 85% 20%

※市単独小規模災害補助事業分

〔農業共済制度〕
区　分 申請件数 支払件数 支 払 額

農　作　物 561 件 410 件 12,077,403 円

農業用施設 10 件 8 件 1,096,994 円

〔商工関係特別融資〕
業　種 件　数 貸付金額

製 造 業 3 件 17,000 千円

建 設 業 3 件 14,700 千円

卸・ 小 売 業 2 件 14,000 千円

サ ー ビ ス 業 6 件 34,700 千円

合　計 14 件 80,400 千円

※年利 1.0%　補償料 0.25%
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（3）支援物資の受入状況
商工対策班では、被災と同時に中城体育館を拠点として、企業、団体、個人等から

救援物資を受け入れるとともに、福祉対策班と協力の下、緊急を要する物資の購入な
ど避難生活における生活必需品等の需要に対応した。

また、道路の被災により孤立した地域や集落には、自衛隊や大分県防災航空隊のヘ
リコプターを利用した物資の提供に努めた。

表−4.3.2　支援物資の受入状況

種類 品目 数量 備　考

飲料水等
水 2,232 本 500ml ペットボトル

お茶 2,640 本 500ml ペットボトル

食料等
味噌汁パック 20 食 インスタント

米 25㎏ 白米

日常品

タオル類 4,151 枚

マスク 6,600 枚

軍手 399 双

毛布 252 枚

医薬品等

絆創膏 1,000 枚 100 枚× 10 箱

除菌用アルコール 80L 4L × 20 箱

手指消毒液 180L 1L × 180 本

その他
高圧洗浄機 4 台 浸水住宅等洗浄用（ガソリンエンジン式）

入浴券 1,536 枚 市内旅館、入浴施設

※その他、衣類、食器類、石鹸、洗剤、容器類などの支援物資あり。
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（4）災害義援金等
被災者に対する支援の一環として、7 月 5 日から義援金等の募集を行った。
今回の募集では、集められる支援を義援金に限定すると、その配分の対象が被災者

に限られるため、幅広く災害支援に活用できるように義援金等とした。
また、配分方法を決める委員会を、「日田市災害義援金等配分委員会」として要綱

を作成し設置した。
このため、大分県からの配分は義援金だが、日田市では災害支援金として受け入れ、

被災者への義援金等に再配分を行った。

〔日田市災害義援金等配分委員会〕
①第 1 回　平成 24 年 9 月 6 日（木）
・委員の委嘱
・委員の紹介
・日田市災害義援金等配分委員会設置要綱について説明
・委員長選出
・第 1 回義援金配分計画協議

②第 2 回　平成 24 年 11 月 2 日（金）
・委員長挨拶
・第 2 回義援金配分計画協議

※第 2 回配分委員会では、災害は、いつどこで発生するかわからないことから、
災害にあった自治会だけでなく、全自治会に対して防災資金を配分し、万一
のときの備えに活用していただく事とした。たとえば、非常用発電機の購入
といった備品の整備や災害時の炊き出し費用とするなど、活用方法は限定し
ないこととした（配分額は、各自治会に 20 万 7 千円）。

〔用語の定義〕
・義援金＝被災者への直接支援（見舞金等）
・支援金＝様々な支援活動を行っている機関・団体への活動資金の提供

〔収入金額〕
義援金等総額　1 億 7,597 万 241 円
・大分県配分額　1 億 1,850 万 1,169 円
・日田市災害支援金　5,746 万 3,955 円
・預金利息　5,117 円
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〔配分金額〕
配分金総額　1 億 7,597 万 241 円

①住宅（合計 487 戸）義援金
全　壊　　60 万円（1/1）　×　　10 戸　＝　　　600 万円
半　壊　　30 万円（2/1）　×　354 戸　＝　1 億 620 万円
床　上　　15 万円（3/1）　×　123 戸　＝　　 1,845 万円
合　計　　　　　　　　　　　　　　　 　1 億 3,065 万円

②店舗・事務所・工場などの事業用建物（合計 104 戸）義援金
全　壊　　20 万円（1/1）　×　　3 戸　＝　　　  60 万円
半　壊　　10 万円（2/1）　×　　20 戸　＝　　　200 万円
床　上　　10 万円（3/1）　×　　81 戸　＝　　　810 万円
合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,070 万円

③自治会（支援金）
防災資金として市内 163 自治会に均等に配分した。
20 万 7 千円× 163 ＝ 3,374 万 1 千円

④振込料　81 万 8 千円

⑤残金　6 万 1,241 円は、日田市に災害資金として寄付

（5）寄付金等
日田市災害支援金の募集に際し、市が行う災害対応の財源として、金品の寄付をい

ただいた。
・寄付金　29 団体　2,125 万 88 円
・80 インチ液晶テレビ　1 台（95 万円相当）
・電子黒板　1 台（パソコン一式付）（36 万 5 千円相当）
・血圧計　4 台（139 万 5 千円相当）
・発電機　15 台（150 万円相当）



第
４
章

避
難
者
・
被
災
者
へ
の
支
援

4−24 ｜ 平成24月7年九州北部豪雨 日田市災害記録誌

（6）災害救助法の適用
大分県は、日田市において多くの者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそ

れが生じており、避難して継続的に救助を必要としていたことから、7 月 3 日 14 時
30 分に災害救助法を適用し、救助を実施することを決定した。
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4.4  災害廃棄物対応
被災後の被害調査では 1 千件を超える住家等が浸水を受けることとなった今回の災害

では、床や畳などが被害を受けるとともに、家具、電化製品、調度品などありとあらゆ
るものが使用できなくなるなど、当初の推定では 5 千トンを超える被災ごみの排出が予
想されたため、高速道路日田ＩＣ横の日田市土地開発公社所有地と日田市清掃センター
横のグラウンドを仮置場に選定し、日田市清掃センターへの搬入前の前捌きを実施した。

また、被災ごみの収集には「大分県建設業協会日田支部」の協力をいただき、各家庭
の前や指定場所まで搬出されたゴミの収集作業を行った。

〔経過〕
◎平成 24 年 7 月 3 日（火）

梅雨前線豪雨により三花、光岡、西有田、桂林、咸宜、東有田地区等において、
家屋の全半壊及び一部倒壊並びに床上・床下浸水被害が発生。

◎平成 24 年 7 月 4 日（水）
災害廃棄物の搬出方法について花月川、有田川沿線被災自治会長を尋ね、緊急に

チラシ配布をお願いする。
・  4 分別（①可燃ごみ、②金属等の不燃ごみ、③埋立ごみ（ガラス・瀬戸物、土砂）、

④家電リサイクル品）同日午後から、大分県建設業協会日田支部に災害廃棄物
の回収を委託し、清掃センターに搬入を開始する。

◎平成 24 年 7 月 6 日（金）
清掃センターまでの距離が遠く搬入に時間を要することから、渡里の日田ＩＣ横

の日田市土地開発公社用地を災害廃棄物仮置場として使用を開始する。
◎平成 24 年 7 月 10 日（火）

渡里仮置場から清掃センターに災害廃棄物の移動を開始する。
◎平成 24 年 7 月 11 日（水）～ 13 日（金）

大分県建設業協会日田支部による回収を一旦休止し、環境課及び一般廃棄物収集
運搬委託業者（日田清掃有限会社、日田公益衛生株式会社）による回収を開始する。

◎平成 24 年 7 月 14 日（土）
梅雨前線に伴う局地的な大雨により 7 月 3 日の被災地を含め、広範囲で再び浸水

被害等が発生する。
◎平成 24 年 7 月 15 日（日）～ 17 日（火）

環境課で災害廃棄物の回収及び排出量調査を行う。
◎平成 24 年 7 月 18 日（水）

大分県建設業協会日田支部による一斉回収及び環境課による回収を行う。
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◎平成 24 年 7 月 19 日（木）～ 20 日（金）
前日に終了していない箇所（西有田、大山、天瀬地区）があるため、大分県建設

業協会日田支部による回収を縮小して行うとともに、環境課による回収を行う。
◎平成 24 年 7 月 21 日（土）

渡里仮置場の可燃災害廃棄物を清掃センターに移動完了、渡里仮置場を閉鎖。
◎平成 24 年 7 月 22 日（日）～平成 24 年 7 月 31 日（火）

清掃センターにて個別に持ち込まれる災害廃棄物の無料受入れを行う。
◎平成 24 年 8 月 1 日～

破砕機の設置、焼却時間の延長等を行い 12 月初旬までの完了を目指す。
※回収作業従事延べ人員約120名（7月5日～31日までの25日間×5人≒120人）

〔災害ごみ最終収集量〕
（単位：ｔ）

可燃ごみ 金属類 埋立ごみ 合　計

2,478.776 123.166 1,655.980 4,257.922

写真－4.4.1　災害廃棄物の集積状況
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表－4.4.1　災害廃棄物の搬入日報その１
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表－4.4.2　災害廃棄物の搬入日報その２
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表－4.4.3　災害廃棄物の搬入日報その３
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表－4.4.4　災害廃棄物の搬入日報その４
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写真－4.4.2　災害廃棄物の収集状況その１
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写真－4.4.3　災害廃棄物の収集状況その2
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写真−4.4.4　災害廃棄物の集積状況

ミニ
解説

一般社団法人大分県建設業協会日田支部の報告を参照すれば、日田市より災害廃棄
物の収集・運搬・分別の要請があったため、8ブロックで地域分けを行い会員企業に協
力を求め、各社２～3人を出してもらい対応したとのことです。分別指導は、市職員が
8班それぞれに１人同行したと記載されています。民家から出る災害ゴミは原則、家の前
の道路まで住民が出し、それを回収することになっていたが、「住民の中にはお年寄りも
多く、家の中まで入って対応することもあった」とのことです。
なお、この報告書には、建設業としての初動対応や災害復旧工事の状況が記載され
ています。また、併せて、日田市長インタビュー記事も記載されています。
（一般財団法人 建設業振興基金：九州北部豪雨（平成24年7月）における

建設業の災害対応実態調査報告書、平成25年 6月を参照）

ー 建設会社の協力による災害廃棄物の回収 ー
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4.5  ボランティア活動
（1）災害ボランティアセンターによる支援

7 月 3 日と 14 日に発生した災害では、1 千棟を超える住家が床下、床上などの浸水
の被害を受け、流入した泥や浸水被害を受けた家財道具の片付けなどに多くの人手
を要する住宅も多く、7 月 4 日に、日田市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）
による「日田市ボランティアセンター」の立ち上げを行うとともに、ボランティアの
募集、受付を開始した。

センターでは、市社協事務局長をセンター長として、受付班、マッチング班、資材
班など 7 つの班構成により、被災者ニーズの把握から必要とされる人員数、派遣人員
数などの調整を行い、活動が実施された。

派遣されたボランティアの方々は、家屋からの泥の搬出や土砂の撤去、被災家財、
瓦礫の搬出など、個々の能力に応じたボランティアを行っていただき、延べ 2,660 人
の方に活動をいただいた。

（2）災害ボランティアセンターの運営
○発災後からの市社協の動き
「情報収集（方法）、対応決定（センター立ち上げ）までの流れ」
① 7 月 3 日午後、一部地域の被害状況を確認

夕方、一人暮らしの高齢者から泥だし等について、相談の電話を受ける。
② 7 月 4 日午前、「災害ボランティアセンター」設置について、方向性を固める。

午後、「日田市災害対策本部会議（第 8 回）」に出席、「災害ボランティアセンター」
設置を確認
その後、職員が 2 人 1 組で被災状況の確認と、被災地域の民生委員、自治会長を
訪問し、現状の把握とニーズ調査を開始（ニーズ票の配布）。
※市社協会議室（事務局の隣）に「災害ボランティアセンター」を設置

○立ち上げ時の体制について
①組織

所　長：事務局長
副所長：総務地域福祉課長（災害担当者）
a. ボランティア受付班	 b. マッチング班
c. 資材班	 　　　　　　d. オリエンテーション班
e. ニーズ受付班	 　　　f . 調査班	 　　　g. 資材調達班
※総務地域福祉課の職員が主となって運営。
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②資材
a.運営のための資材：コピー機、携帯電話・・・リース
　　　　　　　　　：消耗品は購入（数量を揃えるのに時間を要した）
b.現場作業用資材：レスキューストックヤードより（大半の資材）4t 車 1 台分
　　　　　　　　　：市役所より（スコップ、一輪車等）
　　　　　　　　　：購入（不足の資材）
c.飲料水・塩飴等：当初は購入したが、企業等からの寄付で対応

③資金
共同募金災害準備金で対応：約 217 万円
※平成 21 年度に積立金の見直しを行い、災害対策準備積立預金を所有しているが、

支出せず。

○ニーズ把握の方法
（当初収集方法。途中で変わった時はその経緯）
①被災地域の民生委員児童委員、自治会長への周知（ニーズ票を配布）

※民生委員児童委員、自治会長本人が被災した町内があり、代わりに動ける人を
確保することの必要性を感じた。

②被災地域へのニーズ票配布、職員等が現場で直接情報収集
③ケーブルテレビ、ホームページ（市・市社協）、新聞等で周知し、電話等により

直接受付ける。

○ボランティア確保の方法について
①ホームページ（市・市社協）、ケーブルテレビ、新聞、テレビ等による呼びかけ

※ツイッター、フェイスブック等の活用で、情報発信を行った。

○運営スタッフ確保の方法について
①災害支援プロジェクトからの支援（12 日間）
②大分・福岡・熊本の各県内の社会福祉協議会（以下「社協」という。）からの支援
③日田市民生委員児童委員協議会会長会、日田市ボランティア連絡協議会の協力
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○理事会及び他の機関・団体との連携
①理事に青年会議所の代表がいることから組織的な協力を受けた。
②自治会連合会（会長：副会長）が市内の自治会にボランティアの呼びかけを行っ

た。（回覧で）
③ 2 度目の災害時に、被災地域の地区公民館が地域でボランティアを募集し、市社

協がバックアップした。
※派遣世帯の調整と不足するボランティアの派遣

④自治労大分県本部、大分県西部振興局からの職員派遣が継続的に行われた。

○設置期間について
① 7 月 4 日〜 7 月 23 日まで（20 日間）。

但し、途中大雨警報等のために活動休止した日を含む。
② 7 月 3 日の豪雨災害の処理を 7 月 16 日までに終了するため、7 月 13 日に閉所に

関するお知らせとニーズの受付期限の周知のため、戸別にチラシの配布を行った。
③当初、開所期間を 10 日〜 2 週間と想定していたが、7 月 14 日に再度災害が発生

したことにより、20日間の開所となった。※23日の閉所にあたっては、新聞、ケー
ブルテレビ、並びにホームページにより周知

○活動参加状況及び近隣社協からの支援
①ボランティアの状況　　　　　　　　  ②他市（県社協を含む）社協の支援の状況

ボランティア数 2,660 人 県内の社協（13 社協） 101 人

活動件数（延数） 511 件 福岡県内の社協（18 社協） 60 人

終了件数（派遣世帯数） 347 件 熊本県内の社協（4 社協） 8 人

○閉所の判断等について
①新規ニーズが徐々に減少し、収束に向かいはじめた時点で、閉所についての検討

を行って判断。
※関係職員で協議し、事務局で判断した。

○情報管理について
（管理体制や物資の供給過多、ニーズのダブり等があったかなど）
①物資の寄付等については、基本的に受付をしていないということでお断りをして

いたが、直接持参したものと事前に問合せがあったものについては、必要なもの
のみを受入れたので、供給過多とまではならなかった。
※閉所後、誤った情報を聞いた方から大量のタオルが送られてきた。

②ニーズのダブりはなかったが、災害ボランティアとは別に活動したボランティア
と派遣先でダブりが発生してしまうことがあった。
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写真－4.5.1　ボランティアの受付状況

表－4.5.1　ボランティア活動状況
（単位：人・世帯）

7月 5日（木） 6日（金） 7日（土） 8日（日） 9日（月） 10日（火） 11日（水）

ボランティア数 121 389 451 481 90 112 156

活動件数（世帯数） 33 49 86 102 26 26 27

市内募集 日田林工 279 名
市外・県外から
も募集

日田高校 111 名
日田林工 30 名
ストックヤード
から資材到着

「ツイッター」で
日々の活動状況
やお知らせ等の
周知をはじめる

7月 12日（木） 13日（金） 14日（土） 15日（日） 16日（月） 17日（火） 18日（水）

ボランティア数 0 0 0 162 220 116 138

活動件数（世帯数） 2 0 0 38 37 28 18

大雨警報発令に
ともない、当日
の活動は中止。
雨による危険
性の低い箇所
へ、社協職員
で 2 チーム編
成し 2 件活動。

大雨警報発令に
ともない、当日
の活動は中止。

未明からの豪雨
で、再び河川が氾
濫。市内の広範囲
に亘り、避難指示
が発令される。
当日の活動中止
を決定する。
新たなニーズの
調査を行う。

7月 19日（木） 20日（金） 21日（土） 22日（日） 23日（月） 24日（火） 25日（水）

ボランティア数 62 0 0 109 23 0

活動件数（世帯数） 11 0 0 16 4 1

活動終息に向け
て業務調整のた
め、センター活
動休止。
HPに23日で活動
を終了すること
を周知、地域に
も閉鎖お知らせ
のチラシを配布。

大雨警報発令に
ともない、当日
の活動は中止。

ボランティア募
集の終了と災害
ボランティアセ
ンターの閉鎖を
ホームページ、
ツイッター等で
告知。

17：00　災害
ボランティアセ
ンター閉鎖。
24 日 以 降 は、
社協内のボラン
ティアセンター
業務の一環とし
て取り組む。

社 協 職 員 2 名
で対応。
ボランティア数
には含めず。

8月 2日（木） 3日（金） 4日（土） 19日（日） 累計

ボランティア数 9 13 8 2,660

活動件数（世帯数） 4 2 1 511

8/1、HP にて 3
日、4 日のボラ
ンティア募集の
告知掲載

継続分の活動 継続分の活動 継続分の活動

＊ボランティア数及び活動件数は延べ数です。
但し、1 人が 1 日 2 回以上活動しても 1 人でカウントしています。
7 月 5 日（木）～ 8 月 19 日（日）までの内、17 日間の集計です。
＊ボランティアの実数は、1,901名です。男性約 77％、女性約 23％。
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・ボランティアへの作業説明　　　　　　　　　　　　　　 ・作業用具配布

　

・水洗い作業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ・消毒用石灰散布

　

・泥出し作業

　

写真－4.5.2　ボランティアの活動状況




